
1/1_ 28 ...

2016/05/02http://www.env.go.jp/press/102462-print.html



目的・意義

補助内容

事業内容

設備の高効率化改修支援モデル事業

　自治体の所有する各種施設や民生部門では、原油や電気料金等の高騰と景気回復により、稼働率の向
上や効率の低い設備使用によるエネルギーコストの増大が経費をさらに圧迫し、かつ二酸化炭素排出量
も増加するという悪循環に陥っています。
　しかし、財政状況の厳しい中、中小規模の自治体等の資金力では機器全体の更新は困難なのが実情で
す。
　本事業ではこの課題を解決するため、機器全体ではなく、二酸化炭素排出量削減に寄与する部品や部
材のみの交換やチューニングにより、エネルギー使用量と二酸化炭素排出量を削減できる、自治体の各
種施設等において低コストで二酸化炭素排出量削減が実現できるモデルを確立することを目指します。

［間接補助事業］
Ⅰ．環境省が非営利法人を選定の上、補助金を交付
Ⅱ．補助金の交付を受けた非営利法人からの補助（間接補助）

１．補助対象者：地方公共団体、民間事業者等
２．対 象 事 業：エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材の交換等の改修を行う事業
３．補 助 割 合：民間事業者　　資本金 1,000 万円未満：2/3 を上限に補助

　　　　　　　資本金 1,000 万円以上：1/2 を上限に補助
地方公共団体　政令市未満：2/3 を上限に補助
　　　　　　　都道府県、政令市及び特別区：1/2 を上限に補助
上記以外：1/2 を上限に補助

　自治体・民生部門等で使用されている設備の部品・部材のうち、交換・チューニングにより大幅なエネルギー効
率の改善と二酸化炭素の削減に直結するものに対して、部品交換・チューニング等に必要な経費の一部を補助しま
す。


